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架空請求ハガキにご注意！

発行：安平町防犯協会

　春になり、今年も右図のような「消費料金に関す
る訴訟最終告知のお知らせ」や類似する内容のハガ
キが届いているとの情報が多数入ってきています。
　ハガキには「未納料金について裁判所へ民事訴訟
の訴状申入れがなされた」、「後日管轄裁判所より呼
出状が発行される」、「裁判を欠席すると、相手の言
い分どおりに判決が言い渡され、差し押えを執行さ
れる」などの内容が記載されています。
　ハガキによる架空請求の手口は全国的に年々増え
ており、消費者庁によると架空請求相談件数の約半
分を占めているそうです。
　コンビニ決済やプリペイトカードで支払ってし
まったという事例もありますので、記載の電話番号
には、絶対に連絡しないようにしましょう！

　「民事訴訟告知センター」は実在しない行政機関です。絶対に電話しないようにしましょう！
　※他にもこんな名前で届くことがあります。（いずれの機関も実在しません）
　　・民事訴訟管理センター　・訴訟通知センター
　　・地方裁判所管理局　　　・消費生活保護管理機構
　　・合同民訴管理局　　　　・通信事業者委託債権管理機関
　　・国民生活保護センター　・民事訴訟　訴訟窓口
　　・法務省管轄支局　国民訴訟保護センター　など

【不審者や不審車両を見かけたら、警察署・最寄りの駐在または役場総務課までご連絡を！】
　　苫小牧警察署☎ 0144 ㉟ 0110・追分駐在所☎㉕ 2003・安平駐在所☎㉓ 2339
　　早来駐在所☎㉒ 2030・遠浅駐在所☎㉒ 2211・役場総務課☎㉒ 2511

ちょっと待って！その機関って本当にあるの？

・裁判所や弁護士が、訴訟・差押などの重要案件をハガキで通知し
てくることはありません。
・もし、不安に感じる場合は、最寄りの駐在や役場産業経済課内消
費生活センターまでご相談、または、警察署やお近くの交番・駐在
所へお問い合わせください。


